
医療的ケア児について  
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平成23～25年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「重症の慢性疾患児の在宅での療養・療育環境の拡充に関する総合研究」（田村 正徳） 

○ NICU長期入院児の年間発生数は、2010年以降再び増加傾向 

○ 特別支援学校等における医療的ケア児も増加傾向 
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社会医療診療行為別調査 
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文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果」 

特別支援学校及び小中学校における医療的ケアが必要な幼児児童生徒数（小中学校は平成２４年度から調査） 

ＮＩＣＵ長期入院児等の推移 
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○ 経管栄養、気管切開、人工呼吸器等が必要な児童のうち約９割がNICU・ICU（PICU含

む）の入院経験があり、NICU等退院児の約６割以上が吸引や経管栄養を必要としており、

約２割が人工呼吸器管理を必要とするなど特に高度な医療を必要としている。 

区分 人 ％ 

NICU・ICU（PICU含
む）への入院経験あ

り 
797 89.2 

NICU・ICU（PICU含
む）への入院経験な

し 
86 9.6 

無回答 11 1.2 

内容 人 ％ 内容 人 ％ 

吸引 520 65.2  
パルスオキシメー
ター 

319 40.0  

吸入・ネブライザー 326 40.9  
気管切開部の管理
（バンド交換等） 

321 40.3  

経管栄養（経鼻、胃
ろう、腸ろう） 

580 72.8  人工呼吸器 159 19.9  

中心静脈栄養 25 3.1  服薬管理 649 81.4  

導尿 121 15.2  その他 124 15.6  

在宅酸素療法 265 33.2  無回答 6 0.8  

咽頭エアウェイ 19 2.4  計 797 
100.

0  

NICU等の入院経験の有無 NICU等退院児の状態像 
(N=894) (N=797（複数回答) 

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査」速報値 

医療的ケア児の状態像 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設・事業所への通所時の介護に係

る負担 

介護のための費用に係る経済的負

担 

保育所・幼稚園等、学校への通学時

等の介護に係る負担 

土日祝日の介護に係る負担 

医療機関への通院時の介護に係る

負担 

夜間の介護に係る負担 

医療的ケアの実施に係る負担 

介護、見守りのための時間的拘束に

係る負担 

在宅生活の継続に当たっての主な介護者の負担感 

負担感がある やや負担感がある あまり負担感はない 

負担感はない 無回答 

○ 主な介護者の負担感では、「介護、見守りのための時間的拘束に係る負担」について「負担感があ
る」「やや負担感がある」と答えた者が約8割となっている。 

○ また、主な介護者の睡眠時間は「5～6時間未満」「6～7時間未満」でそれぞれ３割であるが、睡眠時
間の取り方については約1/4の介護者が「断続的に取っている」状況。 

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査」速報値 

21% 

51% 

26% 

2% 

睡眠時間の取り方 
まとまって取っている 

ある程度まとまって取っている 

断続的に取っている 

無回答 

4.5 

15.7 30.2 33.9 14.1 

1.7 

睡眠時間 

主な介護者の睡眠時間 

4時間未満 4～5時間未満 5～6時間未満 

6～7時間未満 7時間以上 無回答 

(N=894) 

(％) 

(N=894) 

介護者の負担感 
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○ 医療的ケア児の約６割が障害福祉サービス等を利用していない。 

○ 育児や療育、在宅生活等の全般に関する相談先としては、医療機関の職員が8割弱、福祉サービス事

業所等の職員が約３割であるなど、多くの保護者が複数の相談先を挙げている。 

区分 人 ％ 

（障害福祉サービス） － － 

 利用した 354 39.6 

 利用しなかった 507 56.7 

（障害児通所支援） － － 

 利用した 325 36.4 

 利用しなかった 532 59.5 

相談先 人 ％ 

医療機関の職員（医師、看護師、MSW等） 692 77.4 

訪問看護事業所等の職員（看護師等） 405 45.3 

福祉サービス事業所等の職員 292 32.7 

行政機関の職員（保健師等） 216 24.2 

学校・保育所等の職員 317 35.5 

知人・友人 412 46.1 

患者団体・支援団体 46 5.1 

その他 32 3.6 

相談先がない・分からない 31 3.5 

相談することは特にない 13 1.5 

無回答 10 1.1 

直近3ヶ月における障害福祉
サービス等の利用状況 

育児や療育、在宅での生活等の全般に関する相談先 

(N=894) (N=797（複数回答）) 

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査」速報値 

医療的ケア児の障害福祉サービス等の利用状況等 
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6  

 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介
護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するため
の支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 

１．障害者の望む地域生活の支援 
 

 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活
に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助） 

 

 (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援） 
 

 (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする 
 

 (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービス
に相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サー
ビスの利用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける 

 

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 
 

 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する 
 

 (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する 
 

 (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものと
する 

 

 (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 
 

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 
 

 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする 
 

 (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所
要の規定を整備する 

 平成30年４月１日（２.(3)については公布の日） 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 
一部を改正する法律案（概要） 
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医療的ケアを要する障害児に対する支援 
 

○ 医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸

引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加している。 
 

○ このため、医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、
福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努
めることとする。 

  ※ 施策例： 都道府県や市町村による関係機関の連携の場の設置、技術・知識の共有等を通じた医療・福祉等の連携体制の構築 
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◆ 在宅人工呼吸指導管理料算定件数 
  （0～19歳）の推移 

（件） 
相談先 人 ％ 

医療機関の職員（医師、看護師、MSW

等） 
692 77.4 

訪問看護事業所等の職員（看護師等） 405 45.3 

福祉サービス事業所等の職員 292 32.7 

行政機関の職員（保健師等） 216 24.2 

学校・保育所等の職員 317 35.5 

知人・友人 412 46.1 

患者団体・支援団体 46 5.1 

その他 32 3.6 

相談先がない・分からない 31 3.5 

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療 
ケアが必要な子どもに関する調査」速報値 

◆ 育児や療育、在宅での生活等の全般に 
  関する相談先 

(N=797（複数回答） 
出典：社会医療診療行為別調査 

◆ 特別支援学校及び小中学校における 
  医療的ケアが必要な幼児児童生徒数  

出典：文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関す
る調査結果」（※小中学校は平成２４年度から調査） 
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律及び児童福祉法の一部を改正する法
律案」 

 

第五十六条の六第二項 

「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児そ

の他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障

害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福

祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医

療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡

調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ず

るように努めなければならない。」 

 8 


